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議案第７３号 
 
 
   杵築市個人情報保護条例及び杵築市行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の

提供に関する条例の一部改正について 
 
 

杵築市個人情報保護条例及び杵築市行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号

の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条

例を次のように定める。 
 
 

令和３年８月２７日提出 
 
 

杵築市長  永 松  悟 
 
 
              記 
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   杵築市個人情報保護条例及び杵築市行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の

提供に関する条例の一部を改正する条例 
 

 （杵築市個人情報保護条例の一部改正） 
第１条 杵築市個人情報保護条例（平成１７年杵築市条例第１４

号）の一部を次のように改正する。 
  第２５条第４項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に、「第

１９条第７号」を「第１９条第８号」に、「同条第８号」を「 
同条第９号」に改める。 

 （杵築市行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報

の提供に関する条例の一部改正） 
第２条 杵築市行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例（平成２７年杵築市条例第３７号）の

一部を次のように改正する。 
  第１条及び第５条第１項中「第１９条第１０号」を「第１９

条第１１号」に改める。 
 

   附 則 
 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第７４号 
 
 

杵築市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用 
弁償等に関する条例の一部改正について 

 
 

杵築市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関

する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 
 
 

令和３年８月２７日提出 
 
 

杵築市長  永 松  悟 
 
 
              記 
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杵築市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

 

杵築市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関

する条例（平成１７年杵築市条例第３６号）の一部を次のように

改正する。 

 別表中 

「 

情報公開・個人情報保護審議

会委員 
日額 ４，５００円 

」を

「 

情報公開・個人

情報保護審議会

委員 

学識経験者

委員 
日額 １０，０００円 

委員 日額 ４，５００円 

」に 

改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第７５号 
 
 
   杵築市税条例の一部改正について 
 
 

杵築市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 
 
 

令和３年８月２７日提出 
 
 

杵築市長  永 松  悟 
 
 
              記 
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杵築市税条例の一部を改正する条例 
 

杵築市税条例（平成１７年杵築市条例第８０号）の一部を次の

ように改正する。 
第２４条第２項中「及び扶養親族」の次に 「（ 年齢１６歳未満

の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ 。）  
」を加える。 

第３２条中「それぞれ当該各号に掲げる額」を「４００円」に

改め、同条ただし書を削り、同条第１号中「扶養親族 ４００円 
」を「扶養親族（年齢１６歳未満の者及び控除対象扶養親族に限

る。）」に改め、同条第２号中「当該同一生計配偶者又は扶養親族

１人について４００円」を削る。 
第３４条の７第１項第４号中「認められるもの」の次に「及び

出資に関する業務に充てられることが明らかなもの」を加え、同

項第５号を同項第６号とし、同項第４号の次に次の１号を加える。 
（５） 杵築市指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関す

る条例（平成２４年杵築市条例第３４号）第２条に規定

する指定特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、当

該指定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法

（平成１０年法律第７号）第２条第１項に規定する特定

非営利活動に係る事業に関連するもの（同条例第７条の

規定により指定された期間内に支出されたものに限り、

特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを

除く。）  
第３６条の３の３第１項中「控除対象扶養親族を除く」を「年

齢１６歳未満の者に限る」に改める。 
附則第３条の５第１項中「及び扶養親族」の次に 「（ 年齢１６

歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この項において同
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じ。）」を加える。 
附則第５条の２中「令和４年度」を「令和９年度」に改める。 
附則第８条の２第２５項を同条第２６項とし、同条第２４項を

同条第２５項とし、同条第２３項の次に次の１項を加える。 
２４ 法附則第１５条第４６項に規定する市町村の条例で定める

割合は３分の１とする。 
 

附 則 
（施行期日） 

第１条 この条例は、令和４年１月１日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 
（１） 杵築市税条例第２４条第２項、第３２条第１号 （「 扶

養親族」の次に 「（ 年齢１６歳未満の者及び控除対象扶

養親族に限る。）」を加える部分に限る 。） 及び第３６条

の３の３第１項の改正規定並びに同条例附則第３条の５

第１項の改正規定並びに次条の規定 令和６年１月１日 
（２） 杵築市税条例附則第８条の２第２５項を同条第２６項

とし、同条第２４項を同条第２５項とし、同条第２３項

の次に１項を加える改正規定 特定都市河川浸水被害対

策法等の一部を改正する法律（令和３年法律第３１号）

の施行の日又はこの条例の施行の日のいずれか遅い日 
（市民税に関する経過措置） 

第２条 改正後の杵築市税条例の規定中個人の市民税に関する部

分（第３４条の７第１項第４号の次に１号を加える部分を除く。 
）は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、

令和５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例に

よる。 
（固定資産税に関する経過措置） 
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第３条 改正後の杵築市税条例附則第８条の２第２６項の規定は、

令和３年４月１日以後に地方税法等の一部を改正する法律（令

和３年法律第７号）第１条の規定による改正後の地方税法附則

第６４条に規定する中小事業者等（以下この条において「中小

事業者等」という 。） が取得（同条に規定する取得をいう。以

下この条において同じ 。） をした同条に規定する特例対象資産

（以下この条において「特例対象資産」という 。） （中小事業

者等が、同条に規定するリース取引（以下この条において「リ

ース取引」という 。） に係る契約により特例対象資産を引き渡

して使用させる事業を行う者が当該特例対象資産のうち、機械

及び装置、工具、器具及び備品並びに同条に規定する建物附属

設備にあっては生産性向上特別措置法（平成３０年法律第２５

号）の施行の日以後、家屋及び構築物にあっては地方税法等の

一部を改正する法律（令和２年法律第２６号）の施行の日以後

に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する特例対象資

産を、令和３年４月１日以後にリース取引により引渡しを受け

た場合における当該特例対象資産を含む 。） に対して課する産

業競争力強化法等の一部を改正する等の法律（令和３年法律第

７０号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日の属する年

の翌年の１月１日（当該施行の日が１月１日である場合には、

同日）を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税につい

て適用する。 
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議案第７６号 
 
 
   杵築市税特別措置条例の一部改正について 
 
 

杵築市税特別措置条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 
 
 

令和３年８月２７日提出 
 
 

杵築市長  永 松  悟 
 
 
              記 
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杵築市税特別措置条例の一部を改正する条例 
 

杵築市税特別措置条例（平成１７年杵築市条例第８１号）の一

部を次のように改正する。 
第１条中「過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第１

５号」を「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令

和３年法律第１９号」に、「を新設し、又は増設した者又は」を

「の取得等した者又は」に改める。 
第２条第１項中「令和３年３月３１日」を「令和６年３月３１

日」に、「過疎法第２条第１項に規定する過疎地域のうち当該過

疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い過疎法第３３

条第１項の規定に基づいて新たに当該過疎地域に該当することと

なった地区以外の区域内において」を「同法第８条第１項に規定

する杵築市過疎地域持続的発展計画において振興すべき業種とし

て定められた」に、「第１２条第１項」を「第１２条第３項」に、

「第４５条第１項」を「第４５条第２項」に、「２，７００万円

を超えるもの（以下「過疎地域特別償却設備」という 。） を新設

し、又は増設」を「次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ当該各

号に定める額以上のもの（以下「過疎地域特別償却設備」という。 
）の取得等（過疎法第２３条に規定する取得等（租税特別措置法

施行令（昭和３２年政令第４３号）第２９条の９第１０項に規定

する資本金の額等（以下「資本金の額等」という 。） が５，００

０万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。 
）をいう 。） を」に改め、同項に次の各号を加える。 

（１） 製造業又は旅館業（下宿営業を除く 。）  ５００万円

（資本金の額等が５，０００万円超１億円以下である法

人が行うものにあっては１，０００万円とし、資本金の

額等が１億円超である法人が行うものにあっては２，０
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００万円とする 。）  
（２） 情報サービス業等又は農林水産物等販売業（過疎法第

２３条に規定するものをいう 。）  ５００万円 
第３条第１項中 「（ 令和５年３月３１日までに行われたものに

限る。）」を削り、「起算して５年内」を「令和５年３月３１日ま

で」に改める。 
 
   附 則 

（施行期日等） 
１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の杵築市税特別措

置条例の規定は、令和３年４月１日から適用する。 
（経過措置） 

２ 過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第１５号）第

２条第２項の規定により公示された区域内において、製造の事

業、農林水産物等販売業又は旅館業（下宿営業を除く 。） の用

に供する設備を令和３年３月３１日以前に新設し、又は増設し

たものに対する固定資産税の課税免除については、なお従前の

例による。 
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議案第７７号 
 
 

杵築市固定資産評価審査委員会条例の一部改正につ

いて 
 
 

杵築市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例を次

のように定める。 
 
 

令和３年８月２７日提出 
 
 

杵築市長  永 松  悟 
 
 
              記 
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杵築市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正す

る条例 
 
 杵築市固定資産評価審査委員会条例（平成１７年杵築市条例第

８３号）の一部を次のように改正する。 
第４条中第４項を削り、第５項を第４項とし、第６項を第５項

とする。 
第７条第３項中「記載し、意見を聴いた委員及び調書を作成し

た書記がこれに署名押印しなければならない」を「記載しなけれ

ばならない」に改める。 
第８条第５項中「記載し、提出者がこれに署名押印しなければ

ならない」を「記載しなければならない」に改め、同条第８項中

「記載し、審理を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署

名押印しなければならない」を「記載しなければならない」に改

める。 
第９条第２項中「記載し、調査を行った委員及び調書を作成し

た書記がこれに署名押印しなければならない」を「記載しなけれ

ばならない」に改める。 
第１０条第２項中「記載し、議事に関与した委員及び調書を作

成した書記がこれに署名押印しなければならない」を「記載しな

ければならない」に改める。 
 

附 則 
この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第７８号 
 
 
   杵築市指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関

する条例の一部改正について 
 
 

杵築市指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例の

一部を改正する条例を次のように定める。 
 
 

令和３年８月２７日提出 
 
 

杵築市長  永 松  悟 
 
 
              記 
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杵築市指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関

する条例の一部を改正する条例 
 

杵築市指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例（ 
平成２４年杵築市条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項中「第３１４条の７第３項」を「第３１４条の７

第１２項」に改める。 
第４条第１項第２号イ中「３千円」の次に 「（ 特定非営利活動

促進法施行令（平成２３年政令第３１９号）第２条第１項ただし

書に規定する場合は、同項ただし書に規定する金額 ）」 を加え、

同項第６号中「これ」を「当該書類（アに掲げる書類については、

これらに記録された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部

分を除いたもの ）」 に改める。 
第５条中「第３１４条の７第３項」を「第３１４条の７第１２

項」に改める。 
第６条第１号ウ中「第３２条の３第７項」の次に「及び第３２

条の１１第１項」を加え、「第２０８条の３」を「第２０８条の

２」に改める。 
第１０条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第

３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 
２ 指定特定非営利活動法人は、前項の請求があった場合におい

て事業報告書等又は役員名簿を閲覧させるときは、同項の規定

にかかわらず、これらに記載された事項中、個人の住所又は居

所に係る記載の部分を除くことができる。 
第１２条第２項中「翌々事業年度」を「第１号に掲げる書類に

ついてはその作成の日から起算して５年間、第２号から第４号ま

20



 

でに掲げる書類についてはその作成の日から起算して５年が経過

した日を含む事業年度」に改め、同条第３項中「３年」を「５年 
」に改める。 

第１３条第１項中「書類」の次に 「（ 同項第３号に掲げる書類

については、資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内

容に関する事項以外の事項を記載した書類に限る。）」を加え、同

項に次のただし書を加える。 
ただし、前条第２項第２号に掲げる書類については、既に市

長に提出されている当該書類の内容に変更がない場合は、この

限りでない。 
第１４条中「３年間」を「５年間」に改める。 
第１９条第２項第５号中「第１０条第２項」を「第１０条第３

項」に改める。 
 

附 則 
この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第７９号 
 
 
   杵築市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正

について 
 
 

杵築市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

を次のように定める。 
 
 

令和３年８月２７日提出 
 
 

杵築市長  永 松  悟 
 
 
              記 
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杵築市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改

正する条例 

 

杵築市災害弔慰金の支給等に関する条例（平成１７年杵築市条

例第９３号）の一部を次のように改正する。 

第１４条を次のように改める。 

（保証人及び利率） 

第１４条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人

を立てることができる。 

２ 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証

人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過

後はその利率を延滞の場合を除き年１パーセントとする。 

３ 第１項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯

して債務を負担するものとし、その保証債務は、政令第９条の

違約金を包含するものとする。 

第１５条第１項中「又は半年賦償還」を「、半年賦償還又は月

賦償還」に改め、同条第３項を次のように改める。 

３ 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金

については、法第１３条、第１４条第１項及び第１６条並びに

政令第８条、第９条及び第１２条の規定によるものとする。 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第８０号 
 
 

財産の取得について 
 
 

次のとおり財産を取得することについて、杵築市議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１７年

杵築市条例第５３号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 
 
 

令和３年８月２７日提出 
  
  

杵築市長  永 松  悟 
 

 
              記 
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 １ 取得財産    ＧＩＧＡスクール構想 教育用端末 
 

２ 取得の方法   一般競争入札 
 

３ 取得金額    ４０，９０７，９００円 
 
 ４ 納期      令和３年１２月２４日まで 
 
 ５ 取得の相手方  大分市東春日町１７番５７号 

株式会社 オーイーシー 
代表取締役社長 加藤 健 
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議案第８１号 

 

 

杵築市過疎地域持続的発展計画の策定について 

 

 

杵築市過疎地域持続的発展計画（令和３年度～７年度）の策定

について、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令

和３年法律第１９号）第８条第１項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

令和３年８月２７日提出 

 

 

                杵築市長  永 松  悟 

 

 

               記 

 

 

杵築市過疎地域持続的発展計画（令和３年度～７年度）（別冊） 
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議案第８２号 

 

 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定につい

て 

 

 

次のとおり辺地に係る公共的施設の総合整備計画を策定するこ

とについて、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の

特別措置等に関する法律（昭和３７年法律第８８号）第３条第１

項の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

令和３年８月２７日提出 

 

 

                杵築市長  永 松  悟 

 

 

               記 
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総 合 整 備 計 画 書 

 
大分県杵築市 上

かみ

 辺地 
（辺地の人口 914 人  面積 40.5ｋ㎡） 

 
１ 辺地の概況 
（１）辺地を構成する町又は字の名称 
    杵築市山香町大字 日指、久木野尾、南畑 
（２）地域の中心の位置 

     杵築市山香町大字日指９５６番地 
（３）辺地度点数 

     １５２点 
 
２ 公共的施設の整備を必要とする事情 

当該辺地は、杵築市西端の山間へき地に位置し、過疎化が進んでいる地域である。 
   市道重永吉野渡線は、総延長 5.6km、地域住民が買い物や病院等の旧山香町中心部

へ向かう際のアクセス道路としての役割や隣接する他の集落へ移動するための生活道

路である。もともと幅員が約 2.5m と狭小でカーブが多く、車両通行に支障をきたし

ていたことから、順次道路拡張等整備を進め、旧山香町中心部までのアクセス時間の

短縮や通行車両及び歩行者の危険性を解消し、生活道路としての利便性の向上を図る

必要がある。（令和 2 年度末で 3.0km、53.6％区間の拡幅を完了している。） 
 
３ 公共的施設の整備計画 

令和３年度から令和７年度までの５年間 
（単位 千円） 

区分 
事業費 

財源内訳 一般財源の
うち辺地対
策事業債の
予定額 

施設名 事業主体 
特定財

源 
一般財源 

〔交通通信〕 
市道 
重永吉野渡線 

 L=230m 

杵築市 59,480 31,860 27,620 27,500 

合計 59,480 31,860 27,620 27,500 
 

28



議案第８３号 
 
 

市道の路線認定について 
 
 
  道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定によ 
 り、市道の路線を次のように認定する。 
 
 

令和３年８月２７日提出 
  
  

杵築市長  永 松  悟 
 

 
              記 
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１ 認定する路線 

路線名 延長 
(ﾒｰﾄﾙ) 

幅員 
(ﾒｰﾄﾙ) 

起   点 
備考 

終   点 

丘野辺一号  

 線 
225.0 2.8～ 

6.3 
杵築市大字守江字水月 714 番         地先 

杵築市大字守江字水月 700 番         地先 
 

丘野辺二号  

 線 
213.0 2.5～ 

5.7 
杵築市大字守江字丸山 799 番 2       地先 

杵築市大字守江字水月 711 番 1       地先 
 
 

須崎東小学 

校支線 
157.0 3.0～ 

5.0 
杵築市大字片野字須崎 485 番 2       地先 

杵築市大字片野字須崎 508 番 1       地先 
 

西下司清田 

線 
30.0 5.0～ 

9.5 
杵築市大字南杵築字清田 1405 番 3    地先 

杵築市大字南杵築字清田 1405 番 4    地先 
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お か や べ い ち ご う せ ん

丘 野 辺 一 号 線

Ｌ = 225.0m
W = 2.8m ～ 6.3m

認 定

丘野辺

公民館

㈱デンケン
杵築工場

市道 野辺西線

市道 野辺水月線

市道 野辺高岡線

市道 濱平水月線

市道 野辺東廻線

市道 野辺平河原線
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お か や べ に ご う せ ん

丘 野 辺 二 号 線

Ｌ = 213.0m
W = 2.5m ～ 5.7m

認 定

市道 野辺西線

市道 野辺水月線

市道 野辺高岡線

市道 野辺東廻線

市道 野辺平河原線

丘野辺

公民館

㈱デンケン
杵築工場

市道 濱平水月線
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すざきひがししょうがっこうしせん

須 崎 東 小 学 校 支 線

Ｌ = 157.0m
W = 3.0m ～ 5.0m

認 定

東小学校市道 片野三川線

市道 片野三川線

市道 須崎片野２号線

市道 須崎片野線

市道須崎南線

市道 納屋須崎線
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に し げ し き よ た せ ん

西 下 司 清 田 線

Ｌ = 30.0m
W = 5.0m ～ 9.5m

認 定

宗近中学校

西谷池

市道宗近中学校裏線

市道宗近天神線

市道宗近公民館線

市道宗近中学生地線

市道生地線

市道生地南線

市道西谷池線

市道大迫線

市道宗中菊本一号線

市道東下司生地線

市道下原田代西線
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 報告第１４号 

 

 

    地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく 

    健全化判断比率の算定について 

 

 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第 

 ９４号）第３条第１項の規定により、令和２年度決算に基づく健 

全化判断比率について、杵築市監査委員の意見を付けて、次のと 

おり報告する。 

     

 

  令和３年８月２７日提出 

 

 

                杵築市長  永 松  悟 

 

 

               記 

 

 令和２年度決算に基づく健全化判断比率 

                         （単位：％） 

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

   ― 

（１３．２５） 

    ― 

 （１８．２５） 

  １０．４ 

 （２５．０） 

  ２８．４ 

（３５０．０） 

 （備考）１ 実質赤字比率及び連結実質赤字比率はない 

     ２ 括弧書き内は、同法に基づく早期健全化基準 
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 報告第１５号 

 

 

    地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく 

    資金不足比率の算定について 

 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第

９４号）第２２条第１項の規定により、令和２年度決算に基づく

水道事業会計、工業用水道事業会計、下水道事業会計、山香病院

事業会計及び農業集落排水事業特別会計毎の資金不足比率につい

て、杵築市監査委員の意見を付けて、次のとおり報告する。 

 

 

   令和３年８月２７日提出 

 

 

                杵築市長  永 松  悟 

 

 

               記 
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 令和２年度決算に基づく資金不足比率 

                        （単位：％） 

     特別会計の名称  資金不足比率  

 水道事業会計                ― 

 工業用水道事業会計        ― 

 下水道事業会計     ― 

 山香病院事業会計      ― 

 農業集落排水事業特別会計      ― 

 （備考） １ 各特別会計ともに資金不足比率はない 

      ２ 同法に基づく経営健全化基準は、各特別会計毎に

２０．０％ 
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報告第１６号 
 
 

専決処分の報告について 
 

 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規 

定により、議会において指定されている事項について、別紙のよ 
うに専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 
 
令和３年８月２７日提出 
 
 

                杵築市長  永 松  悟 
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専 決 処 分 書       
 

本市が管理する林道上で発生した物損事故について、地方自治 
法第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 
令和３年８月１２日 
 

                杵築市長  永 松  悟 
             

記 
 

市は、相手方に与えた事故による損害賠償の額を次のとおり決 
定し、和解する。 

 
１ 損害賠償の相手方  住 所 ■■■■■■■■■■■■■

■ 
          氏 名 ■■■■■■■ 

                ■■■■■■■■■■■ 
 

２ 事故発生年月日   令和３年７月１６日 
 

３ 事故発生場所    杵築市山香町大字立石 
林道 豊後高田山香線 

 
４ 事故原因・状況 

 相手方車両が上記の道路を走行中、道路法面からの落石に

より車両左側前輪のタイヤ及びホイールを損傷した。 
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 ５ 示談の内容及び損害賠償の額 
    市の過失割合は１００％となり、市は、損害賠償金として、 
   相手方車両の修繕料７６，３４０円を支払う。 
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報告第１７号 
 
 

専決処分の報告について 
 

 
  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規 
 定により、議会において指定されている事項について、別紙のよ 
 うに専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 
 
令和３年８月２７日提出 
 
 

                杵築市長  永 松  悟 
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 専 決 処 分 書  
 

  本市職員が公務中に被った物損事故について、地方自治法第１ 
８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 
令和３年８月５日 
 

                杵築市長  永 松  悟 
            

               記 
 
  市は、物件に与えた事故による損害賠償の額を次のとおり決定 

し、和解する。 
 

 １ 損害賠償の相手方 住 所 ■■■■■■■■■■■■■■ 
                ■ 

氏 名 ■■■■■■■ 
 

２ 事故発生年月日  令和３年４月３０日 
 

３ 事故発生場所   杵築市山香町内河野２６１６番地１ 
           山香郵便局 駐車場 
             
４ 事故原因・状況 

    上記場所にて、本市職員が公用車を駐車しようとしていた

ところ、駐車場から出るため後退してきた相手方車両の後方

部と公用車の右前方部が衝突した。 
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 ５ 示談の内容及び損害賠償の額 
    事故の責任割合は、市が３０％、相手方が７０％となり、

相手方車両の修繕料４９，３２４円の３０％である１４，７

９７円を市が相手方に支払い、公用車の修繕料２５，６３０

円の７０％である１７，９４１円を相手方が市に支払う。 
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報告第１８号 
 
 

一般財団法人杵築市総合振興センターの経営状況に 
ついて 

 
 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項 
の規定により、一般財団法人杵築市総合振興センターの令和３年 
度事業計画及び令和２年度決算等の状況を別紙のとおり提出する。 

 
 

令和３年８月２７日提出 
  
  

杵築市長  永 松  悟 
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一般財団法人杵築市総合振興センターの経営状況報告書 
 
 

１ 令和３年度事業計画及び予算関係書類（別冊） 
 

２ 令和２年度事業報告及び決算関係書類（別冊） 
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報告第１９号 
 
 

公益社団法人杵築市地域活性化センターの経営状況 
について 

 
 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項 
の規定により、公益社団法人杵築市地域活性化センターの令和３ 
年度事業計画及び令和２年度決算等の状況を別紙のとおり提出す 
る。 

 
 

令和３年８月２７日提出 
  
  

杵築市長  永 松  悟 
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公益社団法人杵築市地域活性化センターの経営状況報告書 
 
 
  １ 令和３年度事業計画及び予算関係書類（別冊） 
 
  ２ 令和２年度事業報告及び決算関係書類（別冊） 
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報告第２０号 
 
 

株式会社きっとすきの経営状況について 
 
 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項 
の規定により、株式会社きっとすきの令和３年度事業計画及び令 
和２年度決算等の状況を別紙のとおり提出する。 

 
 

令和３年８月２７日提出 
  
  

杵築市長  永 松  悟 
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株式会社きっとすきの経営状況報告書 
 
 

１ 令和３年度事業計画及び予算関係書類（別冊） 
 

２ 令和２年度事業報告及び決算関係書類（別冊） 
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 報告第２１号  
 
 

放棄した債権の報告について 
 
 

杵築市債権管理条例（令和２年杵築市条例第１２号）第１５条

第１項の規定により、市の債権を放棄したので、同条第２項の規

定により次のように報告する。 
 
 

令和３年８月２７日提出 
  
  

杵築市長  永 松  悟 
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令和２年度債権放棄一覧表 

 

債権の名称 金額（円） 件数 放棄事由 

ケーブルテレビ使用料 806,175       175 第１号 

市営住宅使用料 

450,000        51 第１号 

119,800        14 第７号 

合 計 1,375,975       240  

※ 件数は、月単位で発生した債権は月単位で、２か月単位で発

生した債権は２か月単位で累計。 

 

 

放棄事由の概要 

  杵築市債権管理条例第１５条第１項 

   第１号 消滅時効に係る時効期間の経過 

   第２号 相続に係る限定承認があった場合で相続人全員の相 

続放棄又は相続人不存在及び相続財産からの弁済見 

込みなし 

   第３号 破産免責等 

   第４号 強制執行後の無資力 

   第５号 徴収停止後の期間経過 

   第６号 生活保護受給者又はこれに準ずる者 

   第７号 失踪、所在不明者又はこれに準ずる者 
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